
オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程第 6 条に係る申合せ 
 

2023 年 2 月 1 日 
オープンアクセスリポジトリ推進協会運営委員会決定 

 
オープンアクセスリポジトリ推進協会会費規程（以下「規程」という。）第 6 条に係る「申

請」については、次のとおり取り扱うものとする。 
(JAIRO Cloud特別料金)  
第６条 第３条第３号の JAIRO Cloud 特別料金は、別紙３の表３「JAIRO Cloud 特別料
金」のとおりとする。 

 
1. 新規申請（「基本 JC サービス」を利用中で、特別 JC サービス申請の場合）： 

 新規申請する登録容量の区分は、申請年度において、次を上限とする。 
S2：200GB 超 400GB 以下 

 
2. 特別 JC サービス申請済み機関からの登録容量の区分引き上げ申請： 

 申請年度内で申請する登録容量の区分は、それぞれ次を上限とする。 
現在：S1(200GB) の場合、S3(1TB) 
現在：S2(400GB) の場合、S3(1TB) 
現在：S3(1TB)以上の場合、現在より一つ上の区分 

例）現在、S3 の場合、S4(2TB) 
 
 

3. 特別 JC サービス申請済み機関からの登録容量の区分引き下げ申請： 
 引き下げ区分の下限は設けない（基本 JC サービスのみへの変更も可）。 
 引き下げの申請時において申請者の使用容量は、申請する登録容量区分の上限を

下回っているものとする。 
 基本 JC サービス・特別 JC サービスの一括中止は、JAIRO Cloud 中止申請として

取り扱う。 
 
 

以上 

 

  



申請受付 
申請受付は通年行い、対応スケジュールは次とする。 
 
新規申請及び登録容量の区分引き上げ申請 

申請・受付 決裁（承認） 利用環境提供 請求 
4月 5月 6月 7月 
5月 6月 7月 10月 
6月 7月 8月 10月 
7月 8月 9月 10月 
8月 9月 10月 12月 
9月 10月 11月 12月 

10月 11月 12月 1月 
11月 12月 1月 2月 
12月 3月 4月 7月 
1月 3月 4月 7月 
2月 3月 4月 7月 
3月 4月 5月 7月 

 
 基本 JC サービス・特別 JC サービスの２つの申請が新規・一括で行われた場合、原則

として特別 JC サービスの日程に基づく利用環境提供を行う 
 
区分引き下げ申請 

申請・受付 決裁（承認） 利用停止・変更 変更後料金での 
請求 

通年（３月末を締
め切りとする） 

4月 4月 7月 

 
 


